
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人双羽学園 

認定こども園双羽幼稚園 

 

運 営 規 程 



 

 

 

 

 

学校法人双羽学園 認定こども園双羽幼稚園 運営規程 

 

（事業所の名称等） 

第１条 学校法人双羽学園が設置するこの幼稚園型認定こども園の名称及び

所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 認定こども園 双羽幼稚園 

（２）所在地 熊本県菊池市七城町甲佐町４４３番地２ 

 

（施設の目的及び運営方針） 

第２条 認定こども園双羽幼稚園（以下「本園」という）は、学校教育法第２２条、

第２３条及び、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律を踏まえ、すべての子どもに質の高い学校教育及び保育

の総合的な提供を行うことを目的とする。 

２ 本園は、本園に入園する子どもの健全な心身の発達を図りつつ、生涯に

わたる人格形成の基礎を培うために、乳幼児の特性及び保護者の実態を

踏まえ、環境をとおして教育を行うことを基本とし、家庭や地域での生活

を含め、子どもの生活全体が豊かになるよう努めるものとする。 

 

（提供する特定教育・保育の内容） 

第３条 本園は、学校教育法第２２条第２３条及び、就学前の子どもの関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を踏まえ、以下の学校教育

及び保育、その他の便宜の提供を行う。 

（１）特定教育・保育 

本規程第５条に定める時間において、学校教育及び保育を提供する。 

（２）送迎 

保護者による送迎を基本とするが、原則として満３歳以上の希望者のみ、

スクールバスによる送迎を行う。 

（３）食事の提供 

全ての子どもに食事の提供を行う。（但し、1 号認定子どもについては、希

望者に限る。） 

（４）子育て支援事業 

地域の子ども及びその保護者が相互に交流を行う場を開設し、当該子ど

もの養育に関する拡販の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要

な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う。 

 

（職員の職種・員数及び職務の内容） 

第４条 保育の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次

のとおりとする。但し、教諭・保育士及びその他の職員については、園児の

在籍状況により、増減することがある。 

（１）園長 1名（常勤専従） 

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うとともに、利用乳幼児を全体的に把握し、

園務をつかさどる。 

（２）教頭  1名（常勤専従） 

教頭は、保護者や地域との連携を図るとともに、園長を補佐し、園務の一

部をつかさどる。 

（３）主幹教諭  1～２名（常勤専従） 

主幹教諭は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長・

教頭を補佐し、教育・保育内容について、他の教諭・保育士を統括する。 

（４）教諭  常勤専従５名以上、非常勤 必要と思われる人数 

教育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 

（５）保育士 常勤専従３名以上、必要と思われる人数 

保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 

（６）調理員 常勤専従2名、非常勤１名以上 

利用乳幼児の発達段階に応じ、離乳食及び幼児食に係る献立を作成し、

それに基づき、給食及びおやつを調理する。 

（７）事務職員 常勤専従 1名 

経理やその他園に係る情報処理及び管理を行う。 

（8）嘱託  園内科医 1名、園歯科医1名、園薬剤師 1名  

利用乳幼児の健康管理にあたる。 

（9）その他の職員 教育及び保育の質向上のために必要な教職員 

 

（特定教育・保育の提供を行う日及び時間） 

第５条 特定教育・保育を提供する日及び時間については、次のとおりとす

る。 但し、１号認定子どもと２号認定子どもについては、学校教育と保育を

一体的に提供する。 

（１）１号認定子ども 

教育日数は、週５日、教育時間は原則として午前９時３０分から午後２時３０

分の範囲内の４時間程度とする。教育週数は、年間３９週を下回らない。尚、

上記以外の時間帯において、やむを得ない理由の場合のみ、午前７時 30

分～午後5時30分まで（土曜日は午前8時30分～午後２時３０分まで）

の範囲内で、預かり保育を提供する。 

 （2）２号及び３号認定子ども 

  保育日数は、週６日、年間２８０日を下回らない。 

① 保育標準時間認定 

保育時間は午前７時３０分から午後６時３０分の範囲内で、保護者が保育

を必要とする時間とする。尚、上記以外の時間帯において、やむを得ない

理由の場合のみ、午前７時～午後７時までの範囲内で、延長保育を提供す

る。但し、土曜日は延長保育を提供しない。 

② 保育短時間認定 

  保育時間は、午前８時３０分から午後４時３０分の範囲内で、保護者が保育

を必要とする時間とする。尚、上記以外の時間帯において、やむを得ない

理由の場合のみ、午前７時３０分から午後７時の範囲内で、延長保育を提供

する。但し、土曜日は延長保育を提供しない。 

 

（休業日） 

第6条 本園の休業日は、次のとおりとする。 

（１）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（２）日曜日 

（３）年末年始閉園日 １２月２９日から１月３日 

（４）土曜日（１号認定子どものみ） 



 

 

（５）学年始休業日 ４月１日から同月６日まで（１号認定子どものみ） 

（６）夏季休業日 ７月２１日から８月２５日まで（１号認定子どものみ） 

（７）秋季休業日 体育の日の前週の土曜日から体育の日の翌々日まで 

（１号認定子どものみ） 

（８）冬季休業日 １２月２５日から翌年１月７日まで（１号認定子どものみ） 

（９）学年末休業日 ３月中に５日以内で園長において指定する日 

（１号認定こどものみ） 

（１０）その他教育上及び安全上、園長が必要と認める日 

２ 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、園長は教育

日を振り替えることがある。 

 

（保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類） 

第７条 本園の特定教育・保育を利用する支給認定保護者は、園に対し、支給

認定を受けた市町村の定める利用者負担金（保育料）を支払うものとする。 

２ その他の特定負担金の種類と金額、及び支払いを求める理由については、

次のとおりとする。 

（１） 給食費  

1号認定子ども  

月額4,800円（副食費4,300円・主食費500円）8月を除く 

※長期休業期間保育利用時の給食費 日額240円 

2号認定子ども  

月額5,300円（副食費＋おやつ代4,800円・主食費500円） 

但し、市町村の認定により、副食費が免除となる場合がある。 

（２）施設維持費 月額2,000円（１号・２号認定子どものみ） 

保育の質向上（基準以上の職員配置、充実した職員研修等）、備品・設備の

補修や補充のため 

（３）スクールバス利用料 （利用希望者のみ） 

片道 月額 1500円、往復 月額2500円（利用者のみ） 

園バスの維持管理費、運行に関する人件費等の実費等 

（４）保育料等口座引き落としのための手数料 １回 100円 

保護者のプライバシー保護のため、保育料等の納入は、口座引き落とし、

それにかかる手数料の一部を１回 100円ずつ。 

（５）預かり保育及び延長保育利用料  

【1号認定子ども】 

⚫ 通常保育日・短縮保育日 

預かり保育適用時間 利用料 

7:30～8:30 200円 

8:30～9:30 無償 

12:30～14:30（短縮保育日） 200円 

14:30～17:30（1時間ごと） 200円 

⚫ 土曜日…原則、保育の必要性が認められた児童のみ利用可 

預かり保育適用時間 利用料 

8:30～9:30 無償 

9:30～12:30 450円 

12:30～14:30 200円 

⚫ 長期休業日…原則、保育の必要性が認められた児童のみ利用可 

預かり保育適用時間 利用料 

7:30～8:30 200円 

8:30～9:30 無償 

9:30～12:30 450円 

12:30～14:30 200円 

14:30～17:30（1時間ごと） 200円 

保育の必要性が認められた幼児の預かり保育料については、減免措置の

対象となる場合がある。（新2号・新3号認定） 

 【2号・3号短時間認定子ども】 

延長保育適用時間 利用料 

7:30～8:30 200円 

16:30～18:30（1時間ごと） 200円 

18:30～19：00 200円 

 

 

【2号・3号標準時間認定子ども】 

延長保育適用時間 利用料 

7:00～7:30 200円 

18:30～19:00 200円 

（6）おむつ廃棄代行料 

 園で紙おむつを使用している乳幼児  月額300円 

   衛生面への配慮から、使用済み紙おむつを、園が業者に委託して廃棄処分

するため。 

（7）ICTシステム利用料 

 年額2400円（月額200円×12カ月） 

 但し、途中入園の場合は、200円×入園月から年度末までの在籍月数 

 園の教育・保育内容に関する情報を、保護者に迅速に、分かりやすく知らせ

るとともに、保護者から園への連絡もよりスムーズにするため 

（８）新年度保育用品代 

 新入園児の場合3,５00円から 11,500円程度（年齢によって異なる） 

 但し、定価の改定等により、金額が変更となる場合あり。 

（９）制服・体操服代 （3歳以上児） 

全て一着ずつ購入する場合 26,200円 

但し、定価の改定等により、金額が変更となる場合あり。 

（１０）その他、保育に必要と思われるものに係る実費 

園外保育費用実費、観劇料、教材費など 

 

（小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員） 

第８条 本園の利用定員は、次のとおり定める。 

（１）保育を必要としない1号認定子ども ６０名 

（２）保育を必要とする２号認定子ども ３６名 

（３）保育を必要とする３号認定子ども ２４名 

 

（利用の開始、終了に関する事項） 

第９条 本園は、本園に所定の入園申込書を提出し、市町村から支給認定を

受け、園長が入園を許可した者に対し、本規程第３条に定める特定教育・保

育の提供を開始するものとする。 

２ 園長は、本園の保育・教育方針を理解し、賛同する者、また学園関係者（卒



 

 

園児・在園児の弟妹など）の入園を優先的に許可することができる。それ

以外は、1号認定子どもについては先着順に、2号・３号認定子どもについ

ては、優先入園の条件を踏まえて市と利用調整をした上で入園を許可す

る。 

第１０条 本園は、以下の場合には、教育・保育の提供を終了するものとする。 

（１）幼児が本園所定の教育課程を修了し、小学校に就学したとき 

（２）１号認定子どもの保護者が、休園及び退園の意向を園長に届け出た場合 

（３）２号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなりかつ

1号認定の支給認定申請をしない場合 

（４）３号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったと

き 

（５）その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき 

 

（緊急時における対応） 

第１１条 本園の教職員は、教育・保育の提供を行っているときに、利用乳幼

児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに学校医また

は利用乳幼児の主事医に連絡するとともに必要な措置を講じるものとす

る。 

２ 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、熊本県子ども未来課、菊

池市子育て支援課、当該乳幼児の保護者等に、速やかに連絡するととも

に、必要な措置を講じるものとする。 

３ 本園は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録するととも

に、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとす

る。 

４ 保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

を速やかに行うものとする。 

 

（防災及び危機管理） 

第１２条 本園は、自然災害、火災、その他の非常事態に関する対策について、

安全計画等を作成し、防火管理者を定め、計画的な災害訓練と設備改善

をはかり、危機管理に努める。 

２ 前項の訓練の内、避難訓練及び消火訓練については、毎月定期的に行う

ものとする。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１３条 本園は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、園

長が責任者となり、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研

修の実施、その他必要な措置を講じるものとする。 

 

（記録） 

第１４条 本園は、教育・保育に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結

の日から 5年間保存するものとする。 

（１）教育・保育の実施にあたっての計画 

（２）提供した教育・保育に係る提供記録 

（３）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第 19

条に規定する市町村への通知に係る記録 

（４）保護者からの苦情の内容等の記録 

（５）事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 

（その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項） 

第１５条 本園の教職員は、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する

費用負担の有無によって差別的取扱いをしてはならないものとする。 

第１６条 園児が心身の状況によって取り組むことが困難な遊びや活動につ

いては、当該園児の心身の状況に適合するよう最大限に努める。 

第１７条 本園が提供する給食については、県内で生産された農林水産物及

びこれらを県内で加工したものを使用するように努め、予め作成された

献立と使用する材料を保護者に報告する。 

第１８条 園長は、本園の教職員及び本園の教職員であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことが

ないよう、必要な措置を講じることとする。 

第１９条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内

容等について当該園児の保護者の理解及び協力を得るよう努める。 

第２０条 本園は、菊池市及びその周辺の地域において子どもが健やかに育

成されるよう、市町村、市町村教育委員会、民生委員及び児童委員、児童

福祉施設等との緊密な連絡及び協力の体制を確保するよう努める。 

 

附 則 

１． この規程は平成27年4月 1日から施行する。 

  

２．この規程の改訂は、令和元年 10月 1日から施行する。 

３．この規程の改訂は、令和3年4月1日から施行する。 

４．この規程の改訂は、令和5年4月1日から施行する。 

５．この規程の改訂は、令和6年4月1日から施行する。 

 

 


